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○特定調達契約に係る一般競争入札の公告 

さいたま市公告（調達）第３０号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和７年３月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
令和７年度さいたま市都市計画基本図修正等業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市全域 

⑶ 業務概要 
入札説明書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和８年３月１９日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和７年度さいたま市の特定調達契約に係る設計・調査・測量の競争入札の参加資格に関する

審査を受け、業務「測量」内の業務分類「地図の調製」の資格を有すると認められた者であるこ

と。なお、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・測量）（以下「名簿」

という。）に同業務で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載

のない者（当該業務について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所
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定の様式により、令和７年４月８日（火）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成

１３年さいたま市制定）又は、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱（平成

１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている期

間がない者であること。 

⑷ 令和２年度以降に、国（独立行政法人を含む。）または地方公共団体において、次の実績を有し、

その技術者を本業務の技術管理者及び照査技術者に配置できる者であること。 なお、業務委託契

約による実績は、令和６年度末までに完了している業務実績に限る。 
  ア ３Ｄ都市モデルに関連する業務（構築・活用・仕様検討等） 

イ 都市計画基本図作成・更新業務 

 ⑸ 「ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１」（ＩＳＭＳ）または「ＪＩＳＱ１５００１」（プライバシーマー

ク）の認証を有している者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市局都市計画部都市計画課 

担当 都市施設係 電話 ０４８（８２９）１４０４ 

⑵ 交付期間 
公告の日から令和７年４月１８日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 
ウ 返信用封筒（宛先が記入されており、１１０円分の切手が貼ってあるもの） 

⑵ 受付期間 
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３⑵に同じ 
⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 
⑷ 提出方法 

持参 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

全て郵送とする 
⑵ 交付日時 

令和７年４月２５日（金）までに発送するものとする 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 
令和７年５月１２日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 
〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市局都市計画部都市

計画課 
⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和７年５月１５日（木）午前９時３０分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第６会議室 

⑷ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和７年５月１５日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
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囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、著しく低価格の場合

は、同条第３項の規定により調査を行う場合がある。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市局都市計画部都市総務課 
電話 ０４８（８２９）１３９３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７９ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市局都市計画部都市計画課 
電話 ０４８（８２９）１４０４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７９ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 
ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市都市局都市計画部都市計画課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Cartographical services, including editing of topographical maps for Saitama City’s 

FY2025 city planning 

⑵ Date and time of tender: 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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May 15, 2025, 9:30 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

City Planning Division, Department of City Planning, City Planning Bureau, 

Saitama City  

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1404 Fax: 048-829-1979 

 

さいたま市公告（調達）第３１号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和７年３月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市立大宮東中学校体育館空調設備賃貸借 

⑵ 履行場所 
さいたま市大宮区堀の内町１－９９ 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和７年１０月１日から令和１２年９月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和７年度さいたま市の特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格に関する審査を受け、

業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「賃貸」、営業品目「空調冷暖房機器」の資格を有すると

認められた者であること。なお、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）に営業種目「レンタル・リースその他」で登載され、かつ、令和７・８年度さいたま市競争

入札参加資格審査（物品等）の申請を業務区分「賃貸」、営業品目「空調冷暖房機器」で行ってい

る者、又は、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）の業種表・営業品目

一覧に同業務で登載されている者については、特定調達契約に係る物品等の競争入札の参加資格

に関する審査を受けたものとみなす。資格を有しない者は、さいたま市財政局契約管理部契約課

に所定の様式により、令和７年４月１４日（月）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から
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の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

⑹ 平成２７年４月１日以降、５年以上の学校体育館または屋内運動場の空調機賃貸借契約を締結

した実績を有する者。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 
ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 

  担当 整備係 電話 ０４８（８２９）１６４２ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/005/p120145.html 

⑵ 交付期間 
公告の日から令和７年４月２１日（月）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く午前９時から午後４時まで） 

 ⑶ 交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 一般競争入札参加資格等確認資料 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/005/p120145.html
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⑵ 交付日時 
令和７年５月１日（木）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
６ 仕様書等に関する質問及び回答 

⑴ 仕様書等に関して質問がある場合は、質疑応答書を次のとおり提出すること。 
ア 提出先 

３⑴アに同じ 
イ 受付期間 

３⑵に同じ 
ウ 提出方法 

４⑷に同じ 
⑵ 質問に対する回答 

ア 公表場所 
３⑴アに同じ 

イ 公表日時 
５⑵に同じ 

 ⑶ その他 
質問に対する回答を郵送で希望する者は、質疑応答書の提出時において返信用封筒に１１０円

切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。  
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料（点検費用など当該業務に係る経費の全てを含む。）

１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札参加資格の確認 

競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 
⑶ 提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 
⑷ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和７年５月１４日（水）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所１０階会議室 

⑸ 最低制限価格 
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設定しない。 
⑹ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑺ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和７年５月１４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
７⑷イに同じ 

⑻ 入札回数 
ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することはできない。 
⑼ 入札の辞退 

競争入札参加資格確認結果通知書を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。

その際は、入札辞退届を提出すること。 
⑽ その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 
⑾ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 
電話 ０４８（８２９）１６４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

８ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 
９ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

１０ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
１１ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 
ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
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イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課及びホームページにおいて

閲覧できる。 
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html 

１２ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

Air conditioner(s) for the gymnasium of Saitama Municipal Omiya-Higashi Junior High 

School 

⑵ Date and time of tender: 

May 14, 2025 10:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

 Division of School Facility Planning and Development, Department of Management, Board  

of Education Secretariat, Saitama City 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1642 Fax: 048-829-1989 

 

 

○競争入札参加資格審査に関する告示 

さいたま市告示第４８５号 
さいたま市水道局告示第４３号 

令和７・８年度のさいたま市及びさいたま市水道局における競争入札の参加資格に関する審査結果

について、次のとおり公表する。 
令和７年３月２５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 

競争入札参加有資格者数 

 市内 県内 県外 合計 
建設工事 ５７４ ６４６ １０１９ ２２３９ 

設計・調査・測量 １６１ ２０５ ８１０ １１７６ 

土木施設維持管理 ２７９ ２１４ １２０ ６１３ 

物品等 １０００ ７９７ ３２９８ ５０９５ 

合計 ２０１４ １８６２ ５２４７ ９１２３ 

※主たる営業所の所在地による 
 

https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第４８６号 

さいたま市水道局告示第４４号 
 令和７・８年度のさいたま市及びさいたま市水道局が発注する建設工事の請負に係る一般競争入札

又は指名競争入札に参加を希望する者の資格審査に関する等級の区分（以下「等級区分」という。）の

方法を定めたので、次のとおり公表する。 

令和７年３月２５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 

１ 等級区分する業種 

  等級区分は、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、舗装工事業

及び造園工事業について行うものとし、他の業種については行わない。 

２ 等級区分する方法 

  等級区分は、３に定める資格審査数値及び４に定める技術者数を基に５に定める等級区分基準に

従って、業種ごとに行うものとする。 

３ 資格審査数値 

  資格審査数値は、次に掲げる点数を合計した数値とする。 

□⑴ 経営事項審査の総合評定値 

   建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３に規定する経営事項審査の総合評定値

（平成２０年国土交通省告示第８５号（以下「国土交通省告示」という。）第一に規定する経営規

模、経営状況、技術力及びその他の審査項目（社会性等）を、国土交通省告示第二に定める基準

（以下「国土交通省告示に定める基準」という。）に従って審査し、国土交通省告示並びに平成２

０年１月３１日付け国総建第２６９号「経営事項審査の事務取扱について」及び同別紙「経営規

模等評価の結果を評点で表す方法」（以下「事務取扱別紙」という。）により算出した評点とする。 

ただし、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく中小企業等協同組合及

び中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく中小企業団体等（以

下「協同組合等」という。）のうち、建設業法第３条の規定による許可を受け、かつ、官公需適格

組合の証明を受けた者であって資格審査に係る工事種別の官公需適格組合の算出方法の特例を希

望する者（以下「組合」という。）については、次のとおり取り扱うものとする。 

  ア 経営規模及び技術力の審査は、当該組合と５以内の組合員（当該組合の理事並びに当該組合

の理事又は組合員が代表者となっている法人を含む。以下同じ。）の次に掲げる事項の合計値を

用いて、国土交通省告示に定める基準に準じて行うものとする。 

   (ア) 工事の種類別年間平均完成工事高 

(イ) 工事の種類別年間平均元請完成工事高 

(ウ) 自己資本の額 
(エ) 利益額 
(オ) 技術職員の数 

イ 経営状況及びその他の審査項目（社会性等）の評点は、当該組合と５以内の組合員の事務取

扱別紙に定める当該評点の平均値（小数点以下第１位を四捨五入した数値）を用いるものとす

る。 



11 

⑵ 発注者別評価点 
発注者別評価点は、次に定める項目の付与点数を合計した点数とする。ただし、発注者別評価

点の合計が０点未満となった場合には、発注者別評価点の合計を０点とする。また、協同組合等

については、当該協同組合等として要件を満たしている場合を加減点対象とする。 
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評価項目 条件 付与点数 
対象者及び 

対象業種 

災害時復旧協

力協定締結 

以下のいずれかに該当する者 

○ さいたま市長と「大規模災害時に

おける災害応急対策業務及び建設

資材調達に関する協定」を締結して

いる団体に加盟し、応急復旧業務・

工事に協力することとなっている

こと 

○ さいたま市水道事業管理者と「災

害時における復旧工事の協力に関

する協定」を締結している団体に加

盟し、復旧工事に協力することとな

っていること 

○ さいたま市長と「災害時における

電気設備の復旧に関する協定」を締

結している団体に加盟し、復旧活動

等の支援に関して協力することと

なっていること 

○ 上記と類似の協定等について、さ

いたま市長又はさいたま市水道事

業管理者と災害時における応急復

旧業務に関する協定等を締結して

いる団体に加盟し、又は協定等を締

結し、応急復旧工事に協力すること

となっていること 

なお、締結している協定等は令和

６年８月１日現在有効なもののみ

とする。 

３０点 協定締結団体に

加盟又は協定を

締結している

者・申請全業種 
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評価項目 条件 付与点数 
対象者及び 

対象業種 

災害協定等に

基づく活動実

績 

令和４年８月１日から令和６年７月 
３１日までの間で、次の活動実績を有

する者                   

○ さいたま市長又はさいたま市水道 
事業管理者との間で協定等を締結し

ている団体に加盟し、又は協定等を

締結し、災害時における応急復旧等

の活動をした者。 
○ さいたま市長又はさいたま市水道

事業管理者からの要請に基づき、災

害時における応急復旧等の活動をし

た者。 

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

品質管理 公益財団法人日本適合性認定協会（以

下「ＪＡＢ」という。）又はＪＡＢと相

互認証している認定機関に認定されて

いる審査登録機関が認証したＩＳＯ９

００１の認証を取得している場合 

１０点 全者・申請全業

種 

優秀建設工事

業者表彰 

令和５年度・令和６年度に「さいたま

市優秀建設工事業者表彰」を受けた者 

受賞１案件につき２０点 受賞者・該当業

種 

入札参加停止 令和５年１月１日から令和６年１２

月３１日までの間の入札参加停止の期

間に応じて減点 

 

１月につき－５点 全者・申請全業

種 

工事成績 ① 令和５年１月１日から令和６年１

２月３１日までの間に受けた本市発

注工事の工事検査に係る工事成績の

平均点に応じ加減点（共同企業体での

実績は除く。また、実績のない者は０

点とする｡） 

工事成績 
加減点 

平均点 

８２点以上 ３０点 

７９点以上 

２０点 

８２点未満 

７６点以上 

１０点 

７９点未満 

６５点以上 

０点 

７６点未満 

６５点未満 －２０点 
 

全者・該当業種 

② ①の算出の基礎となった工事成績

中６５点に満たない案件があった場

合 

１案件につき－５点  
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環境への配慮

等 

ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証している

認定機関に認定されている審査登録機関

が認証したＩＳＯ１４００１の認証を取

得している場合、又は一般財団法人持続

性推進機構によるエコアクション２１の

認証を取得している場合 

１０点 全者・申請全業

種 

 

評価項目 条件 付与点数 
対象者及び 

対象業種 

ＣＰＤＳ／Ｃ

ＰＤ（継続学

習）の取組み

状況 

ＣＰＤＳ／ＣＰＤ（継続学習）に取

組んでいる技術者の取得した単位数に

応じ、申請時に在籍している企業に対

して、令和元年８月１日から令和６年

７月３１日の期間で取得したものに対

して加点する。 

① 「一般社団法人全国土木施工管

理技士会連合会」が実施する継続

学習制度における企業ごとの取得

単位数 

② 「建築ＣＰＤ運営会議」が実施

する情報提供制度(ＣＰＤ)におけ

る企業ごとの認定時間数 

③ 「公益社団法人土木学会」が実

施する土木学会ＣＰＤ制度におけ

る企業ごとの取得単位数 

④ 「造園ＣＰＤ協議会」が実施す

る継続教育制度(ＣＰＤ)における

企業ごとの取得単位数 

 

①一般社団法人全国土

木施工管理技士会連合

会 

取得単位数 配点 

１～１９ １点 

２０～３９ ２点 

４０～５９ ４点 

６０～７９ ６点 

８０～９９ ８点 

１００～ １０

点 

 

②建築ＣＰＤ運営会議 

取得単位数 配点 

１～１１ １点 

１２～２３ ２点 

２４～３５ ４点 

３６～４７ ６点 

４８～５９ ８点 

６０～ １０

点 

 

③公益社団法人土木学

会、④造園ＣＰＤ協議

会 

取得単位数 配点 

１～４９ １点 

５０～９９ ２点 

１００～ 

１４９ 

４点 

１５０～ 

１９９ 

６点 

２００～ 

２４９ 

８点 

２５０～ １０

点 

※申請業種ごとの上限

は１０点とする 

市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者 

①対象業種 

土木工事業 

管工事業 

舗装工事業 

②対象業種 

建築工事業 

電気工事業 

管工事業 

③対象業種 

土木工事業 

管工事業 

舗装工事業 

④対象業種 

造園工事業 
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評価項目 条件 付与点数 
対象者及び 

対象業種 

地域加算 さいたま市内に建設業法に基づく主

たる営業所を有する者 

２０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

女性技術者又

は若手技術者

の雇用 

建設業法第７条第２号及び同法第１

５条第２号に規定する専任の技術者

（実務経験のみによるものは除く。）に

なり得る女性技術者又は若手技術者

（申請日現在３５歳未満の者）が 1 人

以上常勤している場合（従業員にあっ

ては申請日において既に３か月以上の

雇用関係にあり、以後 1 年以上の雇用

が見込まれるものに限る。） 

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

障害者雇用 〇 障害者の雇用の促進等に関する法

律（昭和３５年法律第１２３号）第

４３条に係る報告義務がある場合、

申請日直近の６月１日現在において

雇用する障害者の数が法定雇用障害

者数以上であり、主たる営業所を管

轄する公共職業安定所に障害者の雇

用に関する報告書を提出した者 

〇 障害者の雇用の促進等に関する法

律第４３条に係る報告義務がない場

合、申請日時点において障害者を１

人以上雇用し、障害者雇用の状況を

提出した者 

２０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

子育て支援 ○ 従業員１００人以下の企業等の場

合、次世代育成支援対策推進法（平

成１５年法律第１２０号）に基づく

一般事業主行動計画を策定し、同法

第１２条の規定による届出を労働局

へ提出した者（申請日現在、一般事

業主行動計画の計画期間中であるこ

と）又は、同法第１５条の２の規定

による認定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場

合、同法第１３条又は第１５条の２

の規定による認定を受けている者 

 

 

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 
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評価項目 条件 付与点数 
対象者及び 

対象業種 

女性の活躍推

進 

○ 従業員１００人以下の企業等の場

合、女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（平成２７年法律

第６４号）に基づく一般事業主行動

計画を策定し、同法第８条の規定に

よる届出を労働局へ提出した者（申

請日現在、一般事業主行動計画の計

画期間中であること）又は、同法第

１２条の規定による認定を受けてい

る者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場

合、同法第９条又は第１２条の規定

による認定を受けている者 

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

消防団協力事

業所 

さいたま市消防団協力事業所表示制

度実施要綱第６条の規定により、消防

団協力事業所として認定を受けている

者 

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

協力雇用主 法務省さいたま保護観察所に協力雇

用主として登録されている者 

１０点 市内に建設業法

に基づく主たる

営業所を有する

者・申請全業種 

その他 以下のいずれかに該当する者 

〇 さいたま市と包括連携協定を締結

している者 

〇 さいたま市ＳＤＧｓ認証企業とし

て認証されている者 

〇 さいたま市健康経営企業として認

定されている者又はさいたま健幸ネ

ットワークに加入している者 

１０点 該当者・申請全

業種 

 
４ 技術者数 

  技術者数は、１級相当技術者の数であり、さいたま市競争入札参加資格に関する公示に定める資

格審査基準日の経営事項審査における総合評定値通知書の技術職員数の一級欄に記載された者の数

とする。なお、官公需適格組合については、３⑴ア(ｵ)に定める技術職員のうち１級相当技術者の合

計値とする。 
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５ 等級区分基準 

⑴ 土木工事業 
等級 基準 

Ｓ 資格審査数値が１０００点以上、かつ、１級相当技術者数が１０人以上 

Ａ 資格審査数値が８００点以上、かつ、１級相当技術者の数が５人以上 

Ｂ 資格審査数値が７００点以上、かつ、１級相当技術者の数が２人以上 

Ｃ Ｓ、Ａ及びＢの基準に該当しない場合 

⑵ 建築工事業 
等級 基準 

Ｓ 資格審査数値が１０００点以上、かつ、１級相当技術者数が１０人以上 

Ａ 資格審査数値が８００点以上、かつ、１級相当技術者の数が３人以上 

Ｂ 資格審査数値が７００点以上、かつ、１級相当技術者の数が１人以上 

Ｃ Ｓ、Ａ及びＢの基準に該当しない場合 

⑶ とび・土工工事業、電気工事業及び舗装工事業 

等級 基準 

Ａ 資格審査数値が８２０点以上、かつ、１級相当技術者の数が３人以上 

Ｂ 資格審査数値が７１０点以上 

Ｃ 資格審査数値が７１０点未満 

⑷ 管工事業 

等級 基準 

Ａ 資格審査数値が８２０点以上、かつ、１級相当技術者の数が３人以上 

Ｂ 資格審査数値が７１０点以上、かつ、１級相当技術者の数が１人以上 

Ｃ Ａ及びＢの基準に該当しない場合 

⑸ 造園工事業 

等級 基準 

Ａ 資格審査数値が７５０点以上、かつ、１級相当技術者の数が１人以上 

Ｂ 資格審査数値が６００点以上 

Ｃ 資格審査数値が６００点未満 

 

 
さいたま市告示第４８７号 

さいたま市水道局告示第４５号 

 令和７・８年度のさいたま市及びさいたま市水道局が発注する建築物の管理に関する業務（管理業

務、運転業務、点検・検査業務）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加を希望する者の資格審

査に関する等級の区分（格付）（以下「等級区分」という。）の方法を定めたので、次のとおり公表す

る。 

  令和７年３月２５日 
さいたま市長 清 水 勇 人   

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦   
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１ 等級区分する方法 

  等級区分は、２に定める資格審査数値を基に５に定める等級区分基準に従って、業務ごとに行う

ものとする。 

２ 資格審査数値 

  資格審査数値は、３に定める経営財務状況の点数に４に定める発注者別評価項目の点数を加算し

た数値とする。ただし、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組

合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協

業組合（以下「協同組合等」という。）のうち、官公需適格組合の証明を受けた者であって資格審査

に係る業務の官公需適格組合の算出方法の特例の適用を希望する者（以下「組合」という。）の資格

審査数値は、３⑹に定める「営業期間」を除き当該組合と５以内の組合員（当該組合の理事並びに

当該組合の理事又は組合員が代表者となっている法人を含む。以下同じ。）の合計値を用いて算出す

るものとする。 

３ 経営財務状況の点数 

  経営財務状況の点数は、次に定める項目の点数の合計とする。 
⑴ 売上額 

売上額 ２０億円以上 
１５億円以上 

２０億円未満 

１０億円以上 

１５億円未満 

７億円以上 

１０億円未満 

４億円以上 

７億円未満 

３億円以上 

４億円未満 

点 数 ３５点 ３３点 ３１点 ２９点 ２７点 ２５点 

売上額 
２億円以上 

３億円未満 

15 千万円以上 

２億円未満 

１億円以上 

15 千万円未満 

８千万円以上 

１億円未満 

６千万円以上 

８千万円未満 

45 百万円以上 

６千万円未満 

点 数 ２３点 ２１点 １９点 １７点 １５点 １３点 

売上額 
３千万円以上 

45 百万円未満 

２千万円以上 

３千万円未満 

１千万円以上 

２千万円未満 

５百万円以上 

１千万円未満 
５百万円未満 

 

点 数 １１点 ９点 ７点 ５点 ３点 

⑵ 自己資本の額 

自己資本

の額 
１億円以上 

８千万円以上 

１億円未満 

６千万円以上 

８千万円未満 

45 百万円以上 

６千万円未満 

３千万円以上 

45 百万円未満 

２千万円以上 

３千万円未満 

点 数 １５点 １４点 １３点 １１点 ９点 ７点 

自己資本

の額 

１千万円以上 

２千万円未満 

５百万円以上 

１千万円未満 

１百万円以上 

５百万円未満 

０円以上 

１百万円未満 
マイナス資本 

 

点 数 ５点 ３点 ２点 １点 －２点 

⑶ 流動比率 

流 動 

比 率 
１５０以上 

１３０以上 

１５０未満 

１１０以上 

１３０未満 

９０以上 

１１０未満 

７０以上 

９０未満 
７０未満 

点 数 １５点 １２点 ９点 ６点 ３点 １点 

⑷ 自己資本比率 

自己資本

比率 
５０以上 

４０以上 

５０未満 

３０以上 

４０未満 

２０以上 

３０未満 

１０以上 

２０未満 
１０未満 

点 数 １５点 １２点 ９点 ６点 ３点 １点 
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⑸ 従業員数 

従 業 

員 数 
３００人以上 

１００人以上 

３００人未満 

５０人以上 

１００人未満 

１０人以上 

５０人未満 
１０人未満 

点 数 １０点 ８点 ６点 ４点 １点 

⑹ 営業期間 

営 業 

期 間 
１０年以上 

５年以上 

１０年未満 

３年以上 

５年未満 

２年以上 

３年未満 

１年以上 

２年未満 
１年未満 

点 数 １０点 ８点 ６点 ４点 ２点 ０点 

４ 発注者別評価項目の点数 

発注者別評価項目の点数は、次に定める項目の点数の合計とする。ただし、発注者別評価項目の

点数の合計が０点未満となった場合には、発注者別評価項目の点数の合計を０点とする。 

⑴ 障害者雇用 

雇 用 

法定雇用障害者

数以上を雇用し

ている 

法定雇用障害者

数以上を雇用し

ていない 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１

２３号）第４３条に係る報告義務がある場合、申請日直近の

６月１日現在において雇用する障害者の数が法定雇用障害者

数以上であり、主たる営業所を管轄する公共職業安定所に障

害者の雇用に関する報告書を提出した者 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に係る報告義

務がない場合、申請日時点において障害者を１人以上雇用

し、障害者雇用の証明書を提出した者 

 なお、協同組合等については、当該協同組合等として要件

を満たしている場合を加点対象とする。 

点 数 ５点 ０点 

⑵ 子育て支援 

届 出 

又は 

認 定 

有 無 

○ 従業員１００人以下の企業等の場合、次世代育成支援対策推進法

（平成１５年法律第１２０号）に基づく一般事業主行動計画を策定

し、同法第１２条の規定による届出を労働局へ提出した者（申請日現

在、一般事業主行動計画の計画期間中であること）又は同法第１５条

の２の規定による認定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場合、同法第１３条又は第１５条の

２の規定による認定を受けている者 

 なお、協同組合等については、当該協同組合として要件を満たして

いる者を加点対象とする。 

点 数 ５点 ０点 

⑶ 女性の活躍推進 

届 出 有 無 
○ 従業員１００人以下の企業等の場合、女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）に基づく一般事業主

行動計画を策定し、同法第８条の規定による届出を労働局へ提出した

場合（申請日現在、一般事業主行動計画の計画期間中であること）又

は同法第１２条の規定による認定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場合、同法第９条又は第１２条の規

定による認定を受けている者 

 なお、協同組合等については、当該協同組合として要件を満たして

いる者を加点対象とする。 

点 数 ５点 ０点 
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⑷ ＩＳＯ・エコアクション２１認証取得 

認 証 

取 得 

ＩＳＯ９００1 

ＩＳＯ１４００１ 

又は 

エコアクション２１ 

○ ＩＳＯ９００１ 

  公益財団法人日本適合性認定協会（以下「ＪＡＢ」

という。）又はＪＡＢと相互認証している認定機関

に認定されている審査登録機関が認証したＩＳＯ

９００１の認証を取得している場合 

○ ＩＳＯ１４００１又はエコアクション２１ 

ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証している認定機関

に認定されている審査登録機関が認証したＩＳＯ

１４００１の認証を取得している場合、又は一般

財団法人持続性推進機構によりエコアクション２

１の認証を取得している場合 

  なお、ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１又はエ

コアクション２１のいずれの場合も、協同組合等

については、当該協同組合等としての認証取得を

している者を加点対象とする。 

有 無 有 無 

点 数 ５点 ０点 ５点 ０点 

⑸ その他 

締結、 

認証 

又は認定 

さいたま市と包括連携協定、 

さいたま市ＳＤＧｓ企業、 
さいたま市健康経営企業、 

又はさいたま健幸ネットワーク 

以下のいずれかに該当する者 

○ さいたま市と包括連携協定を締結している者 

○ さいたま市ＳＤＧｓ企業として認証されている者 

○ さいたま市健康経営企業として認定されている者 

○ さいたま健幸ネットワークに加入している者 

なお、さいたま市と包括連携協定、さいたま市ＳＤＧｓ

企業、さいたま市健康経営企業、又はさいたま健幸ネット

ワークのいずれの場合も、協同組合等については、当該協

同組合としての締結、認証、又は認定されている者を加点

対象とする。 

有 無 

点 数 ５点 ０点 

⑹ 入札参加停止 

入札参加

停止 

令和５年１月１日から令和６年１２月３１日までの間の 

入札参加停止期間に応じて減点 

点 数 １月につき－１点 

５ 等級区分基準 

等 級 基  準    

Ａ 資格審査数値が７０点以上 

Ｂ 資格審査数値が５０点以上７０点未満 

Ｃ 資格審査数値が５０点未満 

 

さいたま市告示第４８８号 

さいたま市水道局告示第４６号 

さいたま市及びさいたま市水道局が発注する建設工事の請負（以下「建設工事」という。）、設計、

調査及び測量の業務の委託（以下「設計・調査・測量」という。）、道路、河川、苑地及び下水道の維
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持管理業務の委託（以下「土木施設維持管理」という。）の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札

（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格及びその申請方法等を定めた告示（令和６年

７月２６日さいたま市告示第１２９４号及びさいたま市水道局告示第９９号）１７の規定に基づき追

加の資格審査を実施するので、次のとおり公示する。 
令和７年３月２５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 

１ 資格審査申請の受付 

⑴ 受付期間  

新規：令和７年５月１日から令和７年５月１６日まで 

追加：令和７年５月１日から令和７年５月２３日まで 
⑵ 受付方法 

資格審査を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、原則として、電子情報処理組織（参

加自治体に属する知事、市長、町長又は村長等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以

下同じ。）と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。以下同じ。）を使用して競争入札参加資格申請（以下「電子申請」という。）をするものとす

る。 

⑶ 提出先 

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 埼玉県総務部入札審査課審査担当 

（工事） 

⑷ その他 

令和７・８年度建設工事請負等競争入札参加資格審査申請の手引第１回申請（新規・追加）用

による。 

２ 競争入札参加資格の有効期間 

令和７年８月１日から令和９年３月３１日まで 


